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(57)【要約】
【課題】より簡素な構成で、乗員により十分な快適性を
提供できるようにする。
【解決手段】吹出口１００、１２０から温度調整された
空調風を送風する空調装置１０と車両の天井に配置され
た天井送風装置２０を備える。さらに、車両の後席空間
の温度状態または車両の座席状態を収集する状態収集部
（Ｓ１０２、Ｓ１１０、Ｓ２０２、Ｓ２１０）と、収集
した状態に応じて空調装置１０を制御することにより吹
出口１００、１２０から送風され天井送風装置２０の吸
込口２００に到達する空調風の温度および風量の少なく
とも一方を調整する空調制御部（Ｓ１０６、Ｓ１１４、
Ｓ２０６、Ｓ２１４）を備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の空調を行う車両用空調システムであって、
　前記車両のインストルメントパネル（５５）に配置された吹出口（１００、１２０）か
ら前記車両の前席空間（ＦＳ）と後席空間（ＲＳ）を有する車室内に温度調整された空調
風を送風する空調装置（１０）と、
　前記車両の天井に配置され、該天井に配置された吸込口（２００）から吸い込んだ前記
空調風を前記車室内の少なくとも前記後席空間に送風する天井送風装置（２０）と、
　前記車両の前記後席空間の温度状態および前記車両の座席状態の少なくとも一方の状態
を収集する状態収集部（Ｓ１０２、Ｓ１１０、Ｓ２０２、Ｓ２１０）と、
　前記状態収集部により収集された前記状態に応じて前記空調装置を制御することにより
前記吹出口から送風され前記天井送風装置の吸込口に到達する前記空調風の温度および風
量の少なくとも一方を調整する空調制御部（Ｓ１０６、Ｓ１１４、Ｓ２０６、Ｓ２１４）
と、を備えた車両用空調システム。
【請求項２】
　前記状態収集部は、前記車両の前記後席空間の温度状態として前記後席空間の空気の温
度を収集する請求項１に記載の車両用空調システム。
【請求項３】
　前記状態収集部は、前記車両の前記後席空間の温度状態として前記後席空間に配置され
た内装部品の表面温度および前記車両の座席に着座している乗員の表面温度の少なくとも
１つの表面温度を収集する請求項１または２に記載の車両用空調システム。
【請求項４】
　前記吹出口は、前記車両の車幅方向の中央に配置されている請求項１ないし３のいずれ
か１つに記載の車両用空調システム。
【請求項５】
　前記吹出口（１２０）は、前記天井送風装置の前記吸込口へ前記空調風を導くために専
用に設けられたものである請求項４に記載の車両用空調システム。
【請求項６】
　前記吹出口は、前記車両の前記前席空間に向けて前記空調風を送風するフェイス吹出口
（１００）であり、
　前記フェイス吹出口には、前記空調風の送風方向を変更する風向調整板（１１０）が設
けられており、
　前記風向調整板により前記フェイス吹出口から吹出される前記空調風の吹出し方向が前
記天井送風装置の前記吸込口へ向いている請求項４に記載の車両用空調システム。
【請求項７】
　前記天井送風装置の前記吸込口は、前記車両の車幅方向の中央に配置されている請求項
１ないし６のいずれか１つに記載の車両用空調システム。
【請求項８】
　前記状態収集部は、前記車両の座席状態として、前記車両の座席の前後方向の位置、前
記車両の座席の背もたれの角度、前記車両の座席の向きおよび前記車両の座席の乗員の有
無の少なくとも１つを収集する請求項１ないし７のいずれか１つに記載の車両用空調シス
テム。
【請求項９】
　前記空調制御部は、前記状態収集部により収集された前記車両の座席の前後方向の位置
、前記車両の座席の背もたれの角度、前記車両の座席の向きおよび前記車両の座席の乗員
の有無の少なくとも１つに応じて前記天井送風装置から送風される前記空調風の向きを調
整する請求項８に記載の車両用空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、車両用空調システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の天井に設置されて車室内に空気を送風する天井サーキュレータがある。こ
の装置は、送風する空気の風量および風向を調整することが可能となっている。しかし、
この装置は、車室内に送風する空気の温度を調整することができないため、乗員に十分な
快適性を提供できない場合がある。
【０００３】
　そこで、特許文献１に記載された装置がある。この装置は、車両の前方に配置された第
１空調装置と車両の後方に配置された第２空調装置を備えている。そして、第１空調装置
により温度調整された空調風を車両の前方に配置された吹出口から送風するとともに、第
２空調装置により温度調整された空調風を車両の天井に配置された吹出口から送風するよ
う構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１９－９８７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された装置は、第１空調装置と第２空調装置の２
つの空調装置を備えた構成となっているため、構成が複雑でコストが高くなるといった問
題がある。
【０００６】
　本発明は上記点に鑑みたもので、より簡素な構成で、乗員により十分な快適性を提供で
きるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、車両の空調を行う車両用空調シス
テムであって、車両のインストルメントパネル（５５）に配置された吹出口（１００、１
２０）から車両の前席空間（ＦＳ）と後席空間（ＲＳ）を有する車室内に温度調整された
空調風を送風する空調装置（１０）と、車両の天井に配置され、該天井に配置された吸込
口（２００）から吸い込んだ空調風を車室内の少なくとも後席空間に送風する天井送風装
置（２０）と、車両の後席空間の温度状態および車両の座席状態の少なくとも一方の状態
を収集する状態収集部（Ｓ１０２、Ｓ１１０、Ｓ２０２、Ｓ２１０）と、状態収集部によ
り収集された状態に応じて空調装置を制御することにより吹出口から送風され天井送風装
置の吸込口に到達する空調風の温度および風量の少なくとも一方を調整する空調制御部（
Ｓ１０６、Ｓ１１４、Ｓ２０６、Ｓ２１４）と、を備えている。
【０００８】
　このような構成によれば、状態収集部は、車両の後席空間の温度状態および車両の座席
状態の少なくとも一方の状態を収集する。そして、空調制御部は、状態収集部により収集
された状態に応じて空調装置を制御することにより吹出口から送風され天井送風装置の吸
込口に到達する空調風の温度および風量の少なくとも一方を調整する。したがって、複数
の空調装置を備えることなく、より簡素な構成で、乗員により十分な快適性を提供するこ
とができる。
【０００９】
　なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施
形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】第１実施形態に係る車両用空調システムが搭載された車両の概略断面を示した図
である。
【図２】第１実施形態の空調システムが搭載される車両のインストルメントパネルの正面
図である。
【図３】第１実施形態の車両用空調システムが搭載された車両を鉛直方向上側から見下ろ
したときの天井送風装置の構成を示した図である。
【図４】第１実施形態の車両用空調システムの空調風の流れを示した図である。
【図５】第１実施形態の車両用空調システムの空調装置の概略断面図である。
【図６】第１実施形態の車両用空調システムのブロック図である。
【図７】第１実施形態の車両用空調システムの制御装置のフローチャートである。
【図８】第１実施形態に係る車両用空調システムの暖房時の空調風の流れを表した図であ
る。
【図９】第２実施形態の車両用空調システムの制御装置のフローチャートである。
【図１０】第２実施形態に係る車両用空調システムの冷房時の空調風の流れを表した図で
ある。
【図１１】第２実施形態に係る車両用空調システムの冷房時の空調風の流れを表した図で
ある。
【図１２】第２実施形態に係る車両用空調システムの暖房時の空調風の流れを表した図で
ある。
【図１３】第２実施形態に係る車両用空調システムの暖房時の空調風の流れを表した図で
ある。
【図１４】第３実施形態に係る車両用空調システムの空調風の流れを表した図である。
【図１５】吹出口に設けられた風向調整板について説明するための図である。
【図１６】第３実施形態に係る車両用空調システムの空調風の流れを表した図である。
【図１７】第３実施形態に係る車両用空調システム空調風の流れを表した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、以下の各実施形態
相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付し、その説明を省
略する。
【００１２】
　（第１実施形態）
　第１実施形態に係る車両用空調システムについて図１～図８を用いて説明する。本実施
形態の車両用空調システム１は、自動で走行する自動運転モードと、乗員６の運転操作に
よって走行する手動運転モードとを切替え可能な車両５に搭載される。
【００１３】
　図１に示すように、この車両５には、前席５１と後席５２が設けられている。なお、前
席５１は、車両５の車幅方向の右側に配置された運転席側と左側に配置された助手席側に
設けられている。前席５１は、それぞれリクライニング状態にすることが可能となってい
る。前席５１は、それぞれ乗員６が着座する向きを車両前方向きと車両後方向きに変更可
能に構成されている。前席５１は、車両５が自動運転モードを実行しているとき、または
、停車中などに、車両後方を向くように回転することが可能となっている。
【００１４】
　上述した車両５に搭載される車両用空調システム１は、空調装置１０、天井送風装置２
０、制御装置３０等を備えている。
【００１５】
　空調装置１０は、インストルメントパネル５５の内側に設けられている。空調装置１０
は、所定の空調モードに応じて温度および湿度を調整した空調風を生成し、その空調風を
車両５の前席空間ＦＳと後席空間ＲＳを有する車室内に吹き出すことで、車室内の空気調
和を行う。
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【００１６】
　図２に示すように、インストルメントパネル５５には、吹出口１００と吹出口１２０が
設けられている。吹出口１００は、図１中の矢印ＡＦ１に示すように、前席５１の背もた
れの車両前方側の面に向けて空調風を吹き出すフェイス吹出口である。
【００１７】
　吹出口１２０は、図１中の矢印ＡＦ２に示すように、天井送風装置２０の吸込口２００
に向けて空調風を吹き出す上方吹出口である。吹出口１２０は、車両５の車幅方向の中央
に設けられている。吹出口１２０は、吹出口１００より車両前方に配置されている。
【００１８】
　吹出口１２０から送風される空調風は、吹出口１００から送風される空調風よりも上下
方向上側を向くようになっている。吹出口１２０は、天井送風装置２０の吸込口２００へ
空調風を導くために専用に設けられたものである。天井送風装置２０の作動に伴って、吹
出口１２０から吹き出される空調風は主に天井送風装置２０の吸込口２００へ吸い込まれ
る。
【００１９】
　吹出口１００は、ダクト１１４ａを介して空調装置１０と接続されている。吹出口１２
０は、ダクト１１７ａを介して空調装置１０と接続されている。吹出口１００には、吹き
出す空調風の風量を調整するための不図示のルーバが設けられている。このルーバは、制
御装置３０によって制御可能となっている。
【００２０】
　空調装置１０からの空調風は、ダクト１１４ａを通って吹出口１００から車両５の車室
内に吹出すとともに、ダクト１１７ａを通って吹出口１２０から車両５の車室内に吹出す
。
【００２１】
　天井送風装置２０は、車両５の天井に設けられている。図３に示すように、天井送風装
置２０は、車両５における後席空間ＲＳの車幅方向の中央に設けられている。天井送風装
置２０は、遠心送風機２００ａ、吸込口２００、吹出口２１０および吹出口２２０を有し
ている。なお、天井送風装置２０は、冷房機能および暖房機能を有していない。
【００２２】
　吸込口２００は、車両５の天井に設けられている。より詳細には、吸込口２００は、天
井送風装置２０のうち車両前方側に設けられている。吸込口２００は、車両５の車幅方向
の中央に設けられている。
【００２３】
　車両５の車幅方向の中央に設けられた吹出口１２０から吹出された空調風の一部が吸込
口２００から天井送風装置２０の内部に吸い込まれるようになっている。したがって、前
席５１および後席５２の乗員６の姿勢等に関係なく、吹出口１２０から天井送風装置２０
の吸込口２００に空調風が流れる。
【００２４】
　吹出口２１０および吹出口２２０は、前席空間ＦＳと後席空間ＲＳに空調風を吹き出す
ことが可能な位置に設けられている。なお、前席空間ＦＳとは、前席の周囲の空間および
前席に着座する乗員の周囲の空間をいう。また、後席空間ＲＳとは、後席５２の周囲の空
間および後席５２に着座する乗員の周囲の空間をいう。なお、前席空間ＦＳと後席空間Ｒ
Ｓは連続した空間である。
【００２５】
　吹出口２１０は、主に車両５の前席空間ＦＳに空調風を吹出すものであり、吹出口２２
０は、主に車両５の後席空間ＲＳに空調風を吹出すものである。吹出口２１０は、吹出口
２２０よりも車両前方に配置されている。
【００２６】
　吹出口２１０は、吹出口２１０ａおよび吹出口２１０ｂを有している。吹出口２１０ａ
は、車両５の車幅方向の右側の部位に配置され、吹出口２１０ｂは、車両５の車幅方向の
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左側の部位に配置されている。
【００２７】
　吹出口２１０ａは、主に後席空間ＲＳのうち運転席側の車両前方側に向けて空調風を吹
出し、吹出口２１０ｂは、主に後席空間ＲＳのうち助手席側の車両前方側に向けて空調風
を吹出す。
【００２８】
　吹出口２２０は、吹出口２２０ａおよび吹出口２２０ｂを有している。吹出口２２０ａ
は、主に後席空間ＲＳのうち運転席側の車両後方側に向けて空調風を吹出すもので、吹出
口２２０ｂは、主に後席空間ＲＳのうち助手席側の車両後方側に向けて空調風を吹出すも
のである。
【００２９】
　吹出口２１０ａおよび吹出口２１０ｂには、後席空間ＲＳに向けて吹出す空調風の向き
および風量を調整するための不図示のルーバが設けられている。このルーバは、制御装置
３０によって制御される。
【００３０】
　遠心送風機２００ａは、いずれも不図示の遠心ファンおよびモータを有している。この
モータは、制御装置３０からの指示にしたがって遠心ファンを回転駆動する。
【００３１】
　図４は、助手席側の前席５１が車両前方を向いており、運転席側の前席５１が車両後方
を向くように回転した状態を表している。図４中では、吹出口１００からの矢印ＡＦ１を
省略してある。
【００３２】
　図４中の矢印ＡＦ２に示すように、インストルメントパネル５５の吹出口１２０から車
室内に空調風が送風され、その一部は吸込口２００から天井送風装置２０の内部に吸い込
まれる。そして、天井送風装置２０の内部に吸い込まれた空調風は、図４中の矢印ＡＦ４
、ＡＦ５に示すように車両５の車室内に吹き出される。
【００３３】
　次に、空調装置１０の構成について図５を用いて説明する。空調装置１０は、空調ケー
ス１１の内側に、内外気切替ドア１２、送風機１３、冷却機器としてのエバポレータ１４
、加熱機器としてのヒータコア１５、エアミックスドア１６およびモード切替ドア１７１
、１７２、１７３、１７４などを備えている。
【００３４】
　空調ケース１１に内側には、空気が流れる通風路１１１が形成されている。また、空調
ケース１１は、通風路１１１の空気流れ方向上流側に、車室内の所定箇所から通風路１１
１に内気を導入するための内気導入口１１２と、車外から通風路１１１に外気を導入する
ための外気導入口１１３を有している。
【００３５】
　内外気切替ドア１２は、内気導入口１１２の開口面積と、外気導入口１１３の開口面積
を連続的に調整するものである。内外気切替ドア１２は、内気導入口１１２と外気導入口
１１３のうち、一方の開口部を開くほど他方の開口部を閉じるように回転動作する。これ
により、内外気切替ドア１２は、通風路１１１に導入される内気の風量と外気の風量の割
合を調整することが可能である。
【００３６】
　送風機１３は、遠心ファン１３１と、その遠心ファン１３１を回転駆動するモータ１３
２などから構成されている。モータ１３２の駆動と共に遠心ファン１３１が回転すると、
内気導入口１１２または外気導入口１１３から通風路１１１に内気または外気が導入され
、通風路１１１に空気が送風される。送風機１３により送風されて通風路１１１を流れる
空気は、エバポレータ１４およびヒータコア１５により温度および湿度が調整され、通風
路１１１に連通する複数の吹出開口部１１４、１１５、１１６のいずれかを経由して車室
内に吹き出される。
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【００３７】
　冷却機器としてのエバポレータ１４は、通風路１１１を流れる空気を冷却するための熱
交換器である。エバポレータ１４は、図示していない圧縮機、凝縮器および膨張弁などと
共に周知の冷凍サイクルを構成している。
【００３８】
　エバポレータ１４が有する図示していないチューブの中を、気液二層状態となった冷媒
が流れる。エバポレータ１４は、そのチューブの内側を流れる冷媒の蒸発潜熱により、通
風路１１１を流れる空気を冷却する。
【００３９】
　加熱機器としてのヒータコア１５は、通風路１１１を流れる空気を加熱するための熱交
換器である。ヒータコア１５が有する図示していないチューブの内側を温水等が流れる。
ヒータコア１５は、そのチューブの内側を流れる温水等と、通風路１１１を流れる空気と
の熱交換により、通風路１１１を流れる空気を加熱する。
【００４０】
　エバポレータ１４とヒータコア１５との間には、エアミックスドア１６が設けられてい
る。エアミックスドア１６は、エバポレータ１４を通過した後にヒータコア１５を迂回し
て流れる風量と、エバポレータ１４を通過した後にヒータコア１５を通過する風量との割
合を調整する。
【００４１】
　空調ケース１１は、通風路１１１の空気流れ方向下流側に、通風路１１１から車室内に
空気を送風するための複数の吹出開口部１１４、１１５、１１６、１１７を有している。
複数の吹出開口部１１４、１１５、１１６、１１７は、例えば、フェイス吹出開口部１１
４、フット吹出開口部１１５、デフロスタ吹出開口部１１６、上方吹出開口部１１７など
により構成されている。
【００４２】
　フェイス吹出開口部１１４は、前席５１に着座する乗員６の上半身またはその周囲に向
けて空調風を吹き出すものである。フット吹出開口部１１５は、その乗員６の足元に向け
て空調風を吹き出すものである。デフロスタ吹出開口部１１６は、車両５のフロントガラ
スに向けて空調風を吹き出すものである。上方吹出開口部１１７は、車両の上方空間に向
けて空調風を吹き出すものである。
【００４３】
　フェイス吹出開口部１１４、フット吹出開口部１１５およびデフロスタ吹出開口部１１
６、上方吹出開口部１１７には、それぞれの開口部を開閉するためのモード切替ドア１７
１、１７２、１７３、１７４が設けられている。
【００４４】
　モード切替ドア１７１、１７２、１７３、１７４は、フェイスドア１７１、フットドア
１７２、デフロスタドア１７３および上方吹出ドア１７４により構成されている。フェイ
スドア１７１は、フェイス吹出開口部１１４を開閉する。フットドア１７２は、フット吹
出開口部１１５を開閉する。デフロスタドア１７３は、デフロスタ吹出開口部１１６を開
閉する。上方吹出ドア１７４は、上方吹出開口部１１７を開閉する。
【００４５】
　なお、上述した内外気切替ドア１２、エアミックスドア１６、フェイスドア１７１、フ
ットドア１７２、デフロスタドア１７３および上方吹出ドア１７４はそれぞれ、図示して
いないサーボモータなどのアクチュエータによって駆動される。
【００４６】
　空調ケース１１が有する複数の吹出開口部１１４、１１５、１１６、１１７にはそれぞ
れ、空調ケース１１とは別部材として構成された複数のダクト１１４ａ、１１５ａ、１１
６ａ、１１７ａが接続される。
【００４７】
　複数のダクト１１４ａ、１１５ａ、１１６ａ、１１７ａは、例えば、フェイスダクト１
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１４ａ、フットダクト１１５ａ、デフロスタダクト１１６ａおよび上方吹出ダクト１１７
ａ等により構成される。フェイスダクト１１４ａは、フェイス吹出開口部１１４に接続さ
れる。フットダクト１１５ａは、フット吹出開口部１１５に接続される。デフロスタダク
ト１１６ａは、デフロスタ吹出開口部１１６に接続される。上方吹出ダクト１１７ａは、
上方吹出開口部１１７に接続される。なお、空調ケース１１と複数のダクト１１４ａ、１
１５ａ、１１６ａ、１１７ａは、一体に構成してもよい。
【００４８】
　図６は、本実施形態の車両用空調システム１のブロック図である。この図に示すように
、車両用空調システム１は、空調装置１０、天井送風装置２０、制御装置３０、前方温度
センサ３１、後方温度センサ３２、前席検出部３３、乗員検出部３４および制御装置３０
を備えている
　前方温度センサ３１は、車両５の前席空間ＦＳの熱負荷を判定するためのものである。
前方温度センサ３１は、インストルメントパネル５５の内側に取り付けられている。前方
温度センサ３１は、車両５の前席空間ＦＳの空気の温度を検出し、検出した温度を示す信
号を制御装置３０に出力する。
【００４９】
　後方温度センサ３２は、車両５の後席空間ＲＳの熱負荷を判定するためのものである。
後方温度センサ３２は、天井送風装置２０の近くの車両５の天井に取り付けられている。
本実施形態の後方温度センサ３２は、車両５の後席空間ＲＳの空気の温度を検出し、検出
した温度を示す信号を制御装置３０に出力する。
【００５０】
　前席検出部３３は、車両５の前席５１の前後方向の位置、座席５１の背もたれの角度お
よび座席５１の向きを示す信号を出力する前席検出部３３を有している。前席５１の向き
を検出する。前席検出部３３は、前席５１の回転を接触または非接触で機械的に検出する
センサを採用することが可能である。前席検出部３３によって検出された前席５１の向き
を示す情報は、制御装置３０に伝送される。
【００５１】
　乗員検出部３４は、前席５１および後席５２の乗員の有無、すなわち、前席５１および
後席５２に乗員が着座しているか否かを検出する。乗員検出部３４は、前席５１および後
席５２の座部に設けられる着座センサ、または、赤外線センサを採用することが可能であ
る。乗員検出部３４によって検出された前席５１および後席５２の乗員の有無に関する情
報は、制御装置３０に伝送される。
【００５２】
　制御装置３０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等を備えたコンピュータとして構成
されており、ＲＯＭに記憶されたプログラムに従って各所処理を実施する。制御装置３０
は、各種センサ３１～３４から各種情報を収集して空調装置１０、天井送風装置２０を制
御する処理を実施する。
【００５３】
　次に、本実施形態の車両用空調装置の制御装置３０の制御処理について図７に従って説
明する。図７は、制御装置３０が実施する制御処理のフローチャートであり、図示しない
メインルーチンのサブルーチンとして実行される。この制御処理は、車両５のイグニッシ
ョンスイッチがオンされた後、繰り返し実行される。なお、ここでは、図１に示したよう
に、前席５１および後席５２の背もたれが起きた状態で、かつ、前席５１および後席５２
が車両前方を向いた状態となっているものとする。
【００５４】
　まず、制御装置３０は、Ｓ１００にて、空調装置１０が冷房中であるか否かを判定する
。具体的には、車両に設けられた操作パネルに対する乗員の操作によってエアコンスイッ
チがオン状態に設定されているか否かに基づいて空調装置１０が冷房中であるか否かを判
定する。
【００５５】
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　ここで、エアコンスイッチがオン状態に設定されている場合、制御装置３０は、Ｓ１０
２にて、車両５の後席空間ＲＳの温度状態を収集する。具体的には、後方温度センサ３２
から車両５の後席空間ＲＳの空気の温度を収集する。
【００５６】
　次に、制御装置３０は、Ｓ１０４にて、冷房を強める必要があるか否かを判定する。具
体的には、車両５の後席空間ＲＳの温度が第１閾値以上であるか否かに基づいて冷房を強
める必要があるか否かを判定する。
【００５７】
　ここで、Ｓ１０２にて収集した車両５の後席空間ＲＳの温度が第１閾値以上となってい
る場合、制御装置３０は、冷房を強める必要があると判定する。そして、制御装置３０は
、Ｓ１０６にて、天井送風装置２０の吸込口２００に到達する空調風の温度を予め定めら
れた所定温度よりも低下させるよう空調装置１０を制御する。具体的には、インストルメ
ントパネル５５の吹出口１２０から送風される空調風の温度を所定温度より低下させるよ
う空調装置１０を制御する。
【００５８】
　これにより、空調装置１０の冷房能力が増大し、インストルメントパネル５５の吹出口
１２０から送風される空調風の温度がより低下する。この空調風は　図１中の矢印ＡＦ１
に示すように吹出口１００から前席５１の乗員の上半身に向かって送風されるとともに、
図１中の矢印ＡＦ２に示すように吹出口１２０から天井送風装置２０の吸込口２００に向
かって送風される。
【００５９】
　吹出口１２０から天井送風装置２０の吸込口２００に向かって送風された空調風の一部
は、図１中の矢印ＡＦ３に示すように天井送風装置２０の内部に吸い込まれる。そして、
吹出口２１０および吹出口２２０から冷たい空調風が後席空間ＲＳに吹き出される。具体
的には、図１中の矢印ＡＦ４に示すように吹出口２１０から後席５２の乗員の足元に向か
って空調風が吹き出されるとともに、図１中の矢印ＡＦ５に示すように吹出口２２０から
後席５２の乗員の上半身に向かって空調風が吹き出される。
【００６０】
　また、Ｓ１００の判定にて、車両に設けられた操作パネルに対する乗員の操作によって
エアコンスイッチがオン状態に設定されていない場合、制御装置３０は、Ｓ１０８にへ進
み、空調装置１０が暖房中であるか否かを判定する。
【００６１】
　また、Ｓ１０２にて収集した車両５の後席空間ＲＳの温度が閾値未満となっている場合
も、制御装置３０は、Ｓ１０６の処理を実施することなく、Ｓ１０８へ進む。
【００６２】
　Ｓ１０８では、制御装置３０は、空調装置１０が暖房中であるか否かを判定する。例え
ば、外気温が低く、かつ、車両に設けられた操作パネルに対する乗員の操作によって設定
温度が内気温度よりも所定温度以上高くなっている場合、制御装置３０は、Ｓ１０８にて
、空調装置１０が暖房中であると判定し、Ｓ１１０へ進む。
【００６３】
　ここで、制御装置３０は、空調装置１０が暖房中であると判定すると、Ｓ１１０にて、
車両５の後席空間ＲＳの温度状態を収集する。具体的には、後方温度センサ３２から車両
５の後席空間ＲＳの空気の温度を収集する。
【００６４】
　次に、制御装置３０は、Ｓ１１２にて、暖房を強める必要があるか否かを判定する。具
体的には、車両５の後席空間ＲＳの温度が第１閾値より小さい第２閾値未満であるか否か
に基づいて暖房を強める必要があるか否かを判定する。
【００６５】
　ここで、車両５の後席空間ＲＳの温度が第２閾値未満となっている場合、制御装置３０
は、暖房を強める必要があると判定し、Ｓ１１４にて、天井送風装置２０の吸込口２００
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に到達する空調風の温度を上昇させるよう空調装置１０を制御する。具体的には、インス
トルメントパネル５５の吹出口１２０から送風される空調風の温度をより上昇させるよう
空調装置１０を制御し、メインルーチンへ戻る。
【００６６】
　これにより、空調装置１０の冷房能力が増大し、インストルメントパネル５５の吹出口
１２０から送風される空調風の温度がより上昇する。
【００６７】
　この空調風は、図８中の矢印ＡＦ１に示すように吹出口１００から前席５１の乗員の上
半身に向かって送風されるとともに、図１中の矢印ＡＦ２に示すように吹出口１２０から
天井送風装置２０の吸込口２００に向かって送風される。さらに、図８中の矢印ＡＦ６に
示すように前席５１の乗員の足元に向かって送風される。
【００６８】
　吹出口１２０から天井送風装置２０の吸込口２００に向かって送風された空調風の一部
は、図８中の矢印ＡＦ３に示すように天井送風装置２０の内部に吸い込まれる。そして、
吹出口２１０および吹出口２２０から暖かい空調風が後席空間ＲＳに吹き出される。
【００６９】
　具体的には、図８中の矢印ＡＦ４に示すように吹出口２１０から後席５２の乗員の足元
に向かって空調風が吹き出されるとともに、図８中の矢印ＡＦ５に示すように吹出口２２
０から後席５２の乗員の上半身に向かって空調風が吹き出される。
【００７０】
　また、空調装置１０から前席５１の乗員の足元に向かって送風された空調風は、図８中
の矢印ＡＦ７に示すように、後席５２の乗員の足元に向かって流れる。
【００７１】
　以上、説明したように、本実施形態の車両用空調システムは、車両のインストルメント
パネル５５に配置された吹出口１００、１２０から車両の前席空間ＦＳと後席空間ＲＳを
有する車室内に温度調整された空調風を送風する空調装置１０を備えている。また、車両
の天井に配置され、該天井に配置された吸込口２００から吸い込んだ空調風を車室内の少
なくとも後席空間に送風する天井送風装置２０を備えている。また、車両の後席空間の温
度状態および車両の座席状態の少なくとも一方の状態を収集する状態収集部（Ｓ１０２、
Ｓ１１０、Ｓ２０２、Ｓ２１０）を備えている。また、状態収集部により収集された状態
に応じて空調装置を制御することにより吹出口から送風され天井送風装置の吸込口に到達
する空調風の温度および風量の少なくとも一方を調整する空調制御部（Ｓ１０６、Ｓ１１
４、Ｓ２０６、Ｓ２１４）を備えている。
【００７２】
　このような構成によれば、状態収集部は、車両の後席空間の温度状態および車両の座席
状態の少なくとも一方の状態を収集する。そして、空調制御部は、状態収集部により収集
された状態に応じて空調装置を制御することにより吹出口から送風され天井送風装置の吸
込口に到達する空調風の温度および風量の少なくとも一方を調整する。したがって、複数
の空調装置を備えることなく、より簡素な構成で、乗員により十分な快適性を提供するこ
とができる。
【００７３】
　また、状態収集部は、車両の後席空間の温度状態として後席空間の空気の温度を収集す
る。このように、車両の後席空間の温度状態として後席空間の空気の温度を収集すること
ができる。
【００７４】
　また、吹出口１２０は、車両の車幅方向の中央に配置されている。したがって、運転席
や助手席の乗員の身体によって吹出口１２０から送風される空調風の流れが変わるのを防
止することが可能である。
【００７５】
　また、吹出口１２０は、天井送風装置２０の吸込口２００へ空調風を導くために専用に
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設けられたものである。このように、天井送風装置２０の吸込口２００へ空調風を導くた
めに専用に設けられた吹出口１２０を備えることで、乗員に安定的に快適性を提供するこ
とができる。
【００７６】
　また、天井送風装置２０の吸込口２００は、車両の車幅方向の中央に配置されている。
このように、天井送風装置２０の吸込口２００を車両の車幅方向の中央に配置することも
できる。
【００７７】
　特に、吹出口１２０は、車両の車幅方向の中央に配置し、かつ、天井送風装置２０の吸
込口２００を車両の車幅方向の中央に配置することで、運転席と助手席の乗員の身体によ
って吹出口１２０から送風される空調風の流れが妨げられないようにすることが可能であ
る。
【００７８】
　（第２実施形態）
　第２実施形態に係る車両用空調システムについて図９～図１０を用いて説明する。本実
施形態の車両用空調システムの構成は上記第１実施形態と同様である。本実施形態の車両
用空調システムは、上記第１実施形態の車両用空調システムと比較して制御装置３０の処
理が異なる。
【００７９】
　図９に、本実施形態の制御装置３０のフローチャートを示す。上記第１実施形態の制御
装置３０は、Ｓ１０２にて車両の後席空間ＲＳの温度状態を収集するようにしたが、本実
施形態の制御装置３０は、Ｓ２０２にて、車両の座席状態を収集する。そして、Ｓ２０６
にて、車両の座席状態に応じて空調装置１０を制御して、天井送風装置２０の吸込口２０
０に到達する空調風の温度をより低下させる。
【００８０】
　制御装置３０は、Ｓ１００にて、空調装置１０が冷房中であることを判定すると、Ｓ２
０２にて、車両の座席状態を収集する。具体的には、前席検出部３３から出力される信号
に基づいて車両の座席状態を収集する。なお、車両の座席状態には、車両５の前席５１の
前後方向の位置、座席５１の背もたれの角度および座席５１の向きが含まれる。
【００８１】
　次に、制御装置３０は、Ｓ１０４にて、冷房を強める必要があるか否かを判定し、冷房
を強める必要があると判定すると、Ｓ２０６にて、車両の座席状態を判定するとともに、
車両の座席状態に応じて空調装置１０を制御して、天井送風装置２０の吸込口２００に到
達する空調風の温度を低下させ、本処理を終了する。
【００８２】
　また、空調装置１０が冷房中となっていない場合、あるいは、Ｓ１０４にて、冷房を強
める必要がないと判定された場合には、Ｓ１０８へ進み、制御装置３０は、空調装置１０
が暖房中となっているか否かを判定する。
【００８３】
　ここで、制御装置３０は、空調装置１０が暖房中であることを判定すると、Ｓ２１０に
て、車両の座席状態を収集する。具体的には、前席検出部３３から出力される信号に基づ
いて車両の座席状態を収集する。
【００８４】
　次に、制御装置３０は、Ｓ２１２にて、暖房を強める必要があるか否かを判定し、暖房
を強める必要があると判定すると、Ｓ２１４にて、車両の座席状態を判定するとともに、
車両の座席状態に応じて空調装置１０を制御して、天井送風装置２０の吸込口２００に到
達する空調風の温度をより上昇させ、本処理を終了する。
【００８５】
　また、空調装置１０が暖房中となっていない場合、あるいは、Ｓ２１０にて、暖房を強
める必要がないと判定された場合には、Ｓ２１４へ進むことなく、本処理を終了する。
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【００８６】
　以下、（Ａ）～（Ｄ）の場合に分けて制御装置３０の制御処理について説明する。
【００８７】
　（Ａ）空調装置１０が冷房中で、車両の座席状態に基づいて前席５１が車両後方側に位
置し、かつ、座席５１の背もたれがリクライニング状態となっている場合
　この場合、制御装置３０は、Ｓ１００にて、空調装置１０が冷房中であると判定し、Ｓ
２０２にて、車両の座席状態を収集する。そして、制御装置３０は、Ｓ１０４にて、冷房
を強める必要があると判定すると、Ｓ２０６へ進む。
【００８８】
　ここで、制御装置３０は、Ｓ２０６にて、車両の座席状態がリクライニング状態である
か否かを判定する。具体的には、収集した状態に基づいて、前席５１が車両後方側に位置
し、かつ、座席５１の背もたれが所定位置よりも傾斜しているか否かに基づいて車両の座
席状態がリクライニング状態であるか否かを判定する。
【００８９】
　そして、この判定が肯定判定になった場合、天井送風装置２０の吸込口２００に到達す
る空調風の温度をより低下させるよう空調装置１０を制御する。
【００９０】
　さらに、制御装置３０は、図１０中の矢印ＡＦ１に示すように、第１実施形態の場合と
比較して吹出口１００から送風される空調風の風量を減少させ、図１０中の矢印ＡＦ２に
示すように、吹出口１２０から送風される空調風の風量を増加させる。
【００９１】
　なお、制御装置３０は、吹出口１００に設けられた不図示のルーバを制御することによ
り吹出口１００から吹き出す空調風の風量を減少させることができる。
【００９２】
　これにより、吹出口１００から送風される空調風の風量が減少するため、前席５１の乗
員の上半身に到達する空調風の風量は減少するが、天井送風装置２０の吸込口２００に到
達する空調風の風量は増加する。
【００９３】
　また、制御装置３０は、第１実施形態の場合と比較して、天井送風装置２０の吹出口２
２０から吹き出される空調風の向きは変化させず、吹出口２１０から吹き出される空調風
の向きを車両前方側に変化させる。
【００９４】
　これにより、リクライニング状態になっている座席５１の乗員の頭部に向かって空調風
が流れるようになる。つまり、座席５１の乗員の上半身から離れた吹出口１００から送風
される空調風の風量は少なくなるが、座席５１の乗員の頭部に近い天井送風装置２０の吸
込口２００からの空調風が乗員の頭部に沿って流れるようにすることができる。
【００９５】
　（Ｂ）空調装置１０が冷房中で、車両の前席５１が車両後方を向くように回転した状態
となっている場合
　この場合、制御装置３０は、Ｓ１００にて、空調装置１０が冷房中であると判定し、Ｓ
２０２にて、車両の座席状態を収集する。そして、制御装置３０は、Ｓ１０４にて、冷房
を強める必要があると判定すると、Ｓ２０６へ進む。
【００９６】
　ここで、制御装置３０は、Ｓ２０６にて、車両の座席状態が後ろ向き状態であるか否か
を判定する。具体的には、収集した状態に基づいて、車両後方を向くように回転した状態
となっているか否かを判定する。
【００９７】
　そして、この判定が肯定判定になった場合、天井送風装置２０の吸込口２００に到達す
る空調風の温度をより低下させるよう空調装置１０を制御する。
【００９８】
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　さらに、制御装置３０は、図１１に示すような空調風の流れとなるよう空調装置１０お
よび天井送風装置２０を制御する。
【００９９】
　具体的には、制御装置３０は、吹出口１００から空調風が送風されないようにし、吹出
口１２０から送風される空調風の風量を増加させる。
【０１００】
　これにより、吹出口１００から空調風が送風されないので前席５１の背もたれに空調風
が当たることによる効率低下を抑制することができる。また、天井送風装置２０の吸込口
２００に到達する空調風の風量を増加させることもできる。
【０１０１】
　また、制御装置３０は、第１実施形態の場合と比較して、天井送風装置２０の吹出口２
１０から送風される空調風の向きを車両前方側に変化させる。
【０１０２】
　これにより、車両後方を向くよう座席５１に着差している乗員の上半身に向かって空調
風を流すことができる。
【０１０３】
　（Ｃ）空調装置１０が暖房中で、車両の座席状態に基づいて前席５１が車両後方側に位
置し、かつ、座席５１の背もたれがリクライニング状態となっている場合
　この場合、制御装置３０は、Ｓ１０８にて、空調装置１０が暖房中であると判定し、Ｓ
２０２にて、車両の座席状態を収集する。そして、制御装置３０は、Ｓ２１０にて、暖房
を強める必要があると判定すると、Ｓ２１４へ進む。
【０１０４】
　ここで、制御装置３０は、Ｓ２１４にて、車両の座席状態がリクライニング状態である
か否かを判定する。具体的には、収集した状態に基づいて、前席５１が車両後方側に位置
し、かつ、座席５１の背もたれが所定位置よりも傾斜しているか否かに基づいて車両の座
席状態がリクライニング状態であるか否かを判定する。
【０１０５】
　そして、この判定が肯定判定になった場合、天井送風装置２０の吸込口２００に到達す
る空調風の温度をより上昇させるよう空調装置１０を制御する。
【０１０６】
　さらに、制御装置３０は、図１２中の矢印ＡＦ１に示すように、第１実施形態の場合と
比較して吹出口１００から送風される空調風の風量を減少させ、図１０中の矢印ＡＦ２に
示すように、吹出口１２０から送風される空調風の風量を増加させる。
【０１０７】
　なお、制御装置３０は、吹出口１００に設けられた不図示のルーバを制御することによ
り吹出口１００から吹き出す空調風の風量を減少させることができる。
【０１０８】
　これにより、吹出口１００から送風される空調風の風量を減少させるため、前席５１の
乗員の上半身に到達する空調風の風量は減少するが、天井送風装置２０の吸込口２００に
到達する空調風の風量は増加する。
【０１０９】
　また、制御装置３０は、天井送風装置２０の吹出口２２０から吹き出される空調風の向
きは変化させず、吹出口２１０から吹き出される空調風の向きを車両前方側に変化させる
。
【０１１０】
　これにより、リクライニング状態になっている座席５１の乗員の頭部に向かって空調風
が流れるようになる。つまり、座席５１の乗員の上半身から離れた吹出口１００から送風
される空調風の風量は少なくなるが、座席５１の乗員の頭部に近い天井送風装置２０の吸
込口２００からの空調風が乗員の頭部に沿って流れるようにすることができる。
【０１１１】
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　また、空調装置１０が暖房中の場合、インストルメントパネル５５の吹出口１００およ
び吹出口１２０から加熱された空調風が送風されるだけでなく、矢印ＡＦ６に示すように
前席５１の乗員の足元へ向けて加熱された空調風が送風される。
【０１１２】
　（Ｄ）空調装置１０が暖房中で、車両の前席５１が車両後方を向くように回転した状態
となっている場合
　この場合、制御装置３０は、Ｓ１０８にて、空調装置１０が暖房中であると判定し、Ｓ
２１０にて、車両の座席状態を収集する。そして、制御装置３０は、Ｓ１１２にて、暖房
を強める必要があると判定すると、Ｓ２１４へ進む。
【０１１３】
　ここで、制御装置３０は、Ｓ２０６にて、車両の座席状態が後ろ向き状態であるか否か
を判定する。具体的には、収集した状態に基づいて、車両後方を向くように回転した状態
となっているか否かを判定する。
【０１１４】
　そして、この判定が肯定判定になった場合、天井送風装置２０の吸込口２００に到達す
る空調風の温度をより上昇させるよう空調装置１０を制御する。
【０１１５】
　さらに、制御装置３０は、図１３に示すような空調風の流れとなるよう空調装置１０お
よび天井送風装置２０を制御する。
【０１１６】
　具体的には、制御装置３０は、吹出口１００から空調風が送風されないようにし、吹出
口１２０から送風される空調風の風量を増加させる。
【０１１７】
　これにより、吹出口１００から空調風が送風されないので前席５１の背もたれに空調風
が当たることによる効率低下を抑制することができる。また、天井送風装置２０の吸込口
２００に到達する空調風の風量を増加させることもできる。
【０１１８】
　また、制御装置３０は、第１実施形態の場合と比較して、天井送風装置２０の吹出口２
１０から送風される空調風の向きを車両前方側に調整する。
【０１１９】
　これにより、車両後方を向くよう座席５１に着差している乗員の上半身に向かって空調
風を流すことができる。
【０１２０】
　また、空調装置１０が暖房中の場合、インストルメントパネル５５の吹出口１００およ
び吹出口１２０から加熱された空調風が送風されるだけでなく、矢印ＡＦ６に示すように
前席５１の乗員の足元へ向けて加熱された空調風が送風される。
【０１２１】
　本実施形態では、上記第１実施形態と共通の構成から奏される同様の効果を上記第１実
施形態と同様に得ることができる。
【０１２２】
　また、制御装置３０は、車両の座席状態として、車両の座席の前後方向の位置、車両の
座席の背もたれの角度、車両の座席の向きおよび車両の座席の乗員の有無の少なくとも１
つを収集する。
【０１２３】
　このように、車両の座席の前後方向の位置、車両の座席の背もたれの角度、車両の座席
の向きおよび車両の座席の乗員の有無の少なくとも１つを車両の座席状態として収集する
こともできる。
【０１２４】
　また、制御装置３０は、収集された車両の座席の前後方向の位置、車両の座席の背もた
れの角度および車両の座席の向きの少なくとも１つに応じて天井送風装置から送風される
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空調風の向きを変化させる。
【０１２５】
　このように、収集された車両の座席の前後方向の位置、車両の座席の背もたれの角度お
よび車両の座席の向きの少なくとも１つに応じて天井送風装置２０から送風される空調風
の向きを変化させることができる。
【０１２６】
　（第３実施形態）
　第３実施形態に係る車両用空調システムについて図１４を用いて説明する。本実施形態
のインストルメントパネル５５には、上記した各実施形態の吹出口１２０が備えられてい
ない。本実施形態の車両用空調システム１は、吹出口１２０に代えて吹出口１００から送
風される空調風が天井送風装置２０の吸込口２００に到達するよう構成されている。
【０１２７】
　図１５に示すように、複数の吹出口１００には、風向調整板１１０が設けられている。
風向調整板１１０は、吹出口１００から車室内に吹き出される空調風の向きを調整するも
のである。例えば、風向調整板１１０は、吹出口１００から車室内に吹き出される空調空
の風向きを重力方向に変えるための複数枚の横ルーバー１１０ａと、その空調空の風向き
を車幅方向に変えるための複数枚の縦ルーバー１１０ｂとを備えている。本実施形態の風
向調整板１１０が備える横ルーバー１１０ａと縦ルーバー１１０ｂは、図示していないサ
ーボモータなどのアクチュエータによって駆動される。
【０１２８】
　制御装置３０は、吹出口１００から吹き出される空調風が天井送風装置２０の吸込口２
００に到達するよう縦ルーバー１１０ｂおよび横ルーバー１１０ａを駆動するアクチュエ
ータを制御する。
【０１２９】
　このようにすることで、上記各実施形態の吹出口１２０を備えることなく、吹出口１０
０からの空調風を天井送風装置２０の吸込口２００に到達させることができる。
【０１３０】
　なお、車両の前席５１がリクライニング状態の場合には、図１６に示す空調風の流れと
なるよう空調装置１０および天井送風装置２０を制御することができる。
【０１３１】
　また、車両の前席５１が車両後方を向くように回転した状態の場合には、図１７に示す
空調風の流れとなるよう空調装置１０および天井送風装置２０を制御することができる。
【０１３２】
　本実施形態では、上記第１実施形態と共通の構成から奏される同様の効果を上記第１実
施形態と同様に得ることができる。
【０１３３】
　また、吹出口１００は、車両の前席空間に向けて空調風を送風するフェイス吹出口であ
り、フェイス吹出口には、空調風の送風方向を変更する風向調整板１１０が設けられてい
る。そして、風向調整板１１０によりフェイス吹出口から吹出される空調風の吹出し方向
が天井送風装置２０の吸込口２００へ向いている。
【０１３４】
　このように、フェイス吹出口を利用して空調風を天井送風装置２０の吸込口２００へ導
くこともできる。
【０１３５】
　（他の実施形態）
　（１）上記各実施形態では、Ｓ１０２にて、車両５の後席空間ＲＳの温度状態を収集す
るようにしたが、車両５の後席空間ＲＳの温度に加えて、外気温度、日射量、車両５の乗
車している乗員の人数の少なくとも１つを収集することもできる。そして、収集した各種
情報に基づいて車両５の後席空間ＲＳの熱負荷を総合的に判断して天井送風装置２０の吸
込口２００に到達する空調風の温度を調整することもできる。
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【０１３６】
　（２）上記第１実施形態では、車両５の後席空間ＲＳの熱負荷を判定するために、車両
５の後席空間ＲＳの空気の温度を検出し、検出した温度を示す信号を制御装置３０に出力
する後方温度センサ３２を備えた。
【０１３７】
　これに対し、車両５の後席空間ＲＳの熱負荷を判定するために、車両５の後席空間ＲＳ
に配置された内装部品の表面温度および車両５の座席に着座している乗員の身体の表面温
度の少なくとも１つの表面温度を検出する赤外線センサを備えることもできる。なお、乗
員の身体の表面温度は、乗員の着衣の表面温度でもよく、乗員の身体の肌の表面温度でも
よい。
【０１３８】
　（３）上記実施形態では、Ｓ１０６にて、天井送風装置２０の吸込口２００に到達する
空調風の温度を低下させるようにした。これに対し、天井送風装置２０の吸込口２００に
到達する空調風の風量を増加させるよう空調装置１０を制御するようにしてもよい。また
、天井送風装置２０の吸込口２００に到達する空調風の温度を低下させるとともに空調風
の風量を増加させるよう空調装置１０を制御するようにしてもよい。
【０１３９】
　（４）上記実施形態では、Ｓ１１４にて、天井送風装置２０の吸込口２００に到達する
空調風の温度を上昇させるようにした。これに対し、天井送風装置２０の吸込口２００に
到達する空調風の風量を増加させるよう空調装置１０を制御するようにしてもよい。また
、天井送風装置２０の吸込口２００に到達する空調風の温度を上昇させるとともに空調風
の風量を増加させるよう空調装置１０を制御するようにしてもよい。
【０１４０】
　（５）上記第１実施形態では、状態収集部が車両の後席空間の温度状態を収集し、第２
実施形態では車両の座席状態を収集するようにした。これに対し、状態収集部が車両の後
席空間の温度状態と車両の座席状態の双方を収集するようにしてもよい。
【０１４１】
　（６）上記実施形態の乗員検出部３４によって検出された前席５１および後席５２の乗
員の有無に応じて天井送風装置２０の吸込口２００に到達する空調風の温度および風量を
変化させるようにしてもよい。更に、乗員検出部３４によって検出された前席５１および
後席５２の乗員の有無に応じて天井送風装置２０から送風される空調風の向きを調整する
ようにしてもよい。
【０１４２】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載し
た範囲内において適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なもの
ではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また
、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合
および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものでは
ないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数
、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および
原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるもので
はない。また、上記各実施形態において、構成要素等の材質、形状、位置関係等に言及す
るときは、特に明示した場合および原理的に特定の材質、形状、位置関係等に限定される
場合等を除き、その材質、形状、位置関係等に限定されるものではない。
【０１４３】
　（まとめ）
　上記各実施形態の一部または全部で示された第１の観点によれば、車両用空調システム
は、空調装置と、天井送風装置と、を備えている。空調装置は、車両のインストルメント
パネルに配置された吹出口から車両の前席空間と後席空間を有する車室内に温度調整され
た空調風を送風する。また、天井送風装置は、車両の天井に配置され、該天井に配置され
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た吸込口から吸い込んだ空調風を車室内の少なくとも後席空間に送風する。また、車両用
空調システムは、車両の後席空間の温度状態および車両の座席状態の少なくとも一方の状
態を収集する状態収集部を備えている。さらに、状態収集部により収集された状態に応じ
て空調装置を制御することにより吹出口から送風され天井送風装置の吸込口に到達する空
調風の温度および風量の少なくとも一方を調整する空調制御部を備えている。
【０１４４】
　また、第２の観点によれば、状態収集部は、前記車両の前記後席空間の温度状態として
前記後席空間の空気の温度を収集する。このように、車両の前記後席空間の温度状態とし
て前記後席空間の空気の温度を収集することができる。
【０１４５】
　また、第３の観点によれば、状態収集部は、前記車両の前記後席空間の温度状態として
前記後席空間に配置された内装部品の表面温度および前記車両の座席に着座している乗員
の表面温度の少なくとも１つの表面温度を収集する。
【０１４６】
　このように、前記車両の前記後席空間の温度状態として前記後席空間に配置された内装
部品の表面温度および前記車両の座席に着座している乗員の表面温度の少なくとも１つの
表面温度を車両の前記後席空間の温度状態として収集することもできる。
【０１４７】
　また、第４の観点によれば、吹出口は、前記車両の車幅方向の中央に配置されている。
したがって、運転席や助手席の乗員の身体によって吹出口から送風される空調風の流れが
変わるのを防止することが可能である。
【０１４８】
　また、第５の観点によれば、吹出口は、前記天井送風装置の前記吸込口へ前記空調風を
導くために専用に設けられたものである。このように、天井送風装置２０の吸込口２００
へ空調風を導くために専用に設けられた吹出口を備えることで、乗員に安定的に快適性を
提供することができる。
【０１４９】
　また、第６の観点によれば、吹出口は、前記車両の前記前席空間に向けて前記空調風を
送風するフェイス吹出口であり、前記フェイス吹出口には、前記空調風の送風方向を変更
する風向調整板が設けられている。そして、風向調整板により前記フェイス吹出口から吹
出される前記空調風の吹出し方向が前記天井送風装置の前記吸込口へ向いている。このよ
うに、フェイス吹出口を利用して空調風を天井送風装置の吸込口へ導くこともできる。
【０１５０】
　また、第７の観点によれば、天井送風装置の前記吸込口は、前記車両の車幅方向の中央
に配置されている。このように、天井送風装置の吸込口を車両の車幅方向の中央に配置す
ることもできる。
【０１５１】
　また、第８の観点によれば、状態収集部は、前記車両の座席状態として、前記車両の座
席の前後方向の位置、前記車両の座席の背もたれの角度、前記車両の座席の向きおよび前
記車両の座席の乗員の有無の少なくとも１つを収集する。
【０１５２】
　このように、車両の座席の前後方向の位置、車両の座席の背もたれの角度、車両の座席
の向きおよび車両の座席の乗員の有無の少なくとも１つを車両の座席状態として収集する
こともできる。
【０１５３】
　また、第９の観点によれば、空調制御部は、前記状態収集部により収集された前記車両
の座席の前後方向の位置、前記車両の座席の背もたれの角度、前記車両の座席の向きおよ
び前記車両の座席の乗員の有無の少なくとも１つに応じて前記天井送風装置から送風され
る前記空調風の向きを調整する。
【０１５４】



(18) JP 2021-66242 A 2021.4.30

10

20

　このように、収集された車両の座席の前後方向の位置、車両の座席の背もたれの角度、
車両の座席の向きおよび車両の座席の乗員の有無の少なくとも１つに応じて天井送風装置
２０から送風される空調風の向きを調整することができる。
【０１５５】
　なお、上記実施形態における構成と特許請求の範囲の構成との対応関係について説明す
ると、Ｓ１０２、Ｓ１１０、Ｓ２０２、Ｓ２１０の処理が状態収集部に相当し、Ｓ１０６
、Ｓ１１４、Ｓ２０６、Ｓ２１４の処理が空調制御部に相当する。
【符号の説明】
【０１５６】
　１　　車両用空調システム
　５　　車両
　１０　空調装置
　２０　天井送風装置
　３０　制御装置
　３１　前方温度センサ
　３２　後方温度センサ
　３３　前席検出部
　３４　後席乗員検出部
　５１　前席
　５２　後席
　５５　インストルメントパネル
　１００　吹出口
　１２０　吹出口
　２００　吸込口
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